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群馬県教職員互助会特定個人情報等取扱細則 

平成２８年２月２３日制定 

（趣旨） 

第１条 この細則は、群馬県教職員互助会特定個人情報等取扱規程（平成２７年１２月２

８日制定。以下「規程」という。）第３０条の規定に基づき、群馬県教職員互助会（以

下「互助会」という。）における特定個人情報等の取扱いについて必要な事項を定める。 

（利用目的の特定） 

第２条 互助会は、特定個人情報等を次の各号に掲げる事務を執り行うために利用するも

のとする。 

（1） 所得税源泉徴収関係事務 

（2） 住民税関係事務 

（3） 健康保険関係事務 

（4） 厚生年金保険関係事務 

（5） 国民年金関係事務 

（6） 雇用保険関係事務 

（7） 個人番号利用事務である短期給付、年金である給付又は福祉事業の実施等に関す

る個人番号関係事務 

（8） その他行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成 25年法律第 27号）別表第１に規定する事務に関する個人番号関係事務 

（個人番号を取り扱う事務の範囲等）  

第３条  規程第１４条第２項の規定により、互助会における個人番号を取り扱う事務の範

囲、特定個人情報等の範囲及び事務取扱担当者は、次の表のとおりとする。 

個人番号を取り扱う 

事務の範囲 
特定個人情報等の範囲 事務取扱担当者 

互助会の職員等の税及び社会

保障に関する事務であって前

条各号に掲げるもの 

左記の事務に関する個人番

号、氏名、生年月日その他必

要事項 

会計係の職員等 

（特定個人情報等保護管理者等の職務）  

第４条  規程第１５条第２項の規定により、互助会における特定個人情報等保護管理者及

び特定個人情報等保護管理補助者並びにその職務は、次の表のとおりとする。 
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区 分 該当職員 職 務 

特
定
個
人
情
報
等
保
護
管
理
者 

総括管理者 事務長 

（1）一般管理者及び電算管理者の監理 

（2）規程第２１条に規定する情報漏えい等事案

への対応 

一般管理者 次 長 

（1）互助会の保有する特定個人情報等の管理 

（2）特定個人情報ファイルの運用の管理 

（3）特定個人情報等保護管理補助者の職務の 

監督 

特定個人情報等 

保護管理補助者 

会計係長 

 

（1）特定個人情報等の取扱い状況等の把握 

（2）特定個人情報等保護管理者に対する報告 

（3）その他所管部署における特定個人情報等 

の安全管理 

 

（取扱状況の記録）  

第５条  事務取扱担当者は、規程第１９条に規定する特定個人情報ファイルの取扱状況の

確認のため、「特定個人情報ファイル管理簿」（別紙様式第１号）に記録するものとする。 

（運用状況の記録）  

第６条  事務取扱担当者は、規程第２０条に規定する運用状況の確認のため、システムロ

グ又は「特定個人情報等の運用状況記録簿」（別紙様式第２号）に記録するものとする。 

（特定個人情報等を取り扱う区域） 

第７条 規程第２５条に規定する支部における「取扱区域」は、事務室（会計係）とする。 

附 則 

 この細則は、平成２８年２月２３日から実施し、平成２７年１０月５日から適用する。 



No. 種類・名称 責任者 取扱部署 利用目的 削除・廃棄方法 アクセス権を有する者

（例） 1 源泉徴収票 ○○係長 ○○係 税務署へ提出 シュレッダー ○○係の職員

※他に同様の管理簿がある場合は、その管理簿で代用しても差し支えない。

特定個人情報ファイル管理簿
別紙様式第１号
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No.
記録
年月日

特定個人情報
ファイル

個人番号の
取得時期

利用・出力状況
書類・媒体等の
持出し記録

削除・廃棄（委託）記録

（例） 1 H28.1.11 源泉徴収票 H28.1.11 H29.1.12源泉徴収票を作成
H29.1.20源泉徴収票を

税務署に提出

※日付の記入により難い場合は、月単位でも差し支えない。
※他に同様の記録簿がある場合は、その記録簿で代用しても差し支えない。

特定個人情報等の運用状況記録簿
別紙様式第２号
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